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熊本県公安委員会告示第 6 号
　熊本県道路交通規則（昭和 ��年熊本県公安委員会規則第 �号）第 ��条第 �項の規定に
基づき、道路交通法（昭和 ��年法律第 ���号）第 ��条、第 ���条、第 ���条の �、第 ���
条の �の ��、第 ���条の �及び第 ���条の �に規定する申請又は届出の場所、期日及び受
付時間を次のとおり定め、平成 ��年 �月 �日から施行する。
　なお、平成 ��年 ��月 ��日熊本県公安委員会告示第 �号（道路交通規則第 ��条、第 ���
条、第 ���条の �、第 ���条の �及び第 ���条の �に規定する申請又は届出の場所、期日及
び受付時間）は、平成 ��年 �月 ��日限り、廃止する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県公安委員会委員長　 松　 村　 敏　 人
１　 申請又は届出の種別ごとの場所、期日及び受付時間はそれぞれ次のとおりとする。
　（１）　 運転免許証の更新及び特例更新

　（２）　 運転免許証の更新の経由申請

　（３）　 運転免許証の再交付及び申請による取消し
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受　　付　　時　　間期　　　　日場　　　　　　所

午前�時��分から同�時��分まで

午後�時��分から同�時��分まで

日曜日から金曜日まで熊本県運転免許センター

（菊池郡菊陽町大字辛川����番

地）

午前�時��分から同��時��分まで

午後�時��分から同�時��分まで

月曜日から金曜日まで所轄警察署（熊本北、熊本南、熊

本東、御船及び大津の各警察署を

除く。）

受　　付　　時　　間期　　　　日場　　　　　　所

午前�時��分から同�時��分まで

午後�時��分から同�時��分まで

日曜日から金曜日まで熊本県運転免許センター

（菊池郡菊陽町大字辛川����番

地）

受　　付　　時　　間期　　　　日場　　　　　　所

午前�時��分から同��時��分�まで

午後�時��分から同�時��分まで

月曜日から金曜日まで熊本県運転免許センター

（菊池郡菊陽町大字辛川����番

地）

午前�時��分から同��時��分まで

午後�時��分から同�時��分まで

所轄警察署（熊本北、熊本南、熊

本東、御船及び大津の各警察署を

除く。）
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　（４）　 運転免許証の記載事項変更届出

　（５）　 国外運転免許証の交付

（注）所轄警察署とは、申請者の住所地を管轄する警察署をいう。
２　 受付等を行わない日は、次のとおりとする。
　（１）　 国民の祝日に関する法律（昭和 ��年法律第 ���号）第 �条に規定する休日
　（２）　 ��月 ��日から翌年の �月 �日までの日（前号に掲げる日を除く。）
　（３）　 災害その他やむを得ない事情のある日

熊本県公安委員会告示第 7 号
　熊本県道路交通規則（昭和 ��年熊本県公安委員会規則第 �号）第 ��条第 �項の規定に
基づき、道路交通法（昭和 ��年法律第 ���号。以下「法」という。）第 ���条の �第 �項
第 �号、第 �号、第 �号、第 �号、第 �号、第 �号、第 �号 の �、第 ��号、第 ��号 及 び
第 ��号に規定する講習を行う場所、期日及び受付時間を次のとおり定め、平成 ��年 �月
�日から施行する。
　なお、平成 ��年 ��月 ��日熊本県公安委員会告示第 �号（道路交通法第 ���条の �第 �
項第 �号、第 �号、第 �号、第 �号、第 �号、第 �号、第 ��号、第 ��号及び第 ��号に規
定する講習を行う場所、期日及び受付時間）は、平成 ��年 �月 ��日限り、廃止する。
　　 平成 ��年 �月 ��日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 熊本県公安委員会委員長　 松　 村　 敏　 人　　　
１　 法第 ���条の �第 �項第 �号に規定する講習を行う場所、期日及び受付時間は、それ
　ぞれ次のとおりとする。
　（１）　 短期停止処分者講習（�時間）

�（２）　 中期停止処分者講習初日（�時間）及び長期停止処分者講習初日（�時間）

�（３）　 中期停止処分者講習 �日目（�時間）

�（４）　 長期停止処分者講習 �日目（�時間）
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受　　付　　時　　間期　　　　日場　　　　　　所

午前�時��分から同��時��分�まで

午後�時��分から同�時��分まで

月曜日から金曜日まで熊本県運転免許センター

（菊池郡菊陽町大字辛川����番

地）

午前�時��分から同��時��分まで

午後�時��分から同�時��分まで

所轄警察署（熊本北、熊本南、熊

本東、御船及び大津の各警察署を

除く。）

受　　付　　時　　間期　　　　日場　　　　　　所

午前�時��分から同��時��分�まで

午後�時��分から同�時��分まで

月曜日から金曜日まで熊本県運転免許センター

（菊池郡菊陽町大字辛川����番

地）

午前�時��分から同��時��分まで

午後�時��分から同�時��分まで

玉名、山鹿、菊池、一の宮、松橋、

八代、芦北、人吉及び本渡の各警

察署

受　付　時　間期　　　　日場　　　　　　　　所

午前�時��分から同�時��分

まで

月曜日から金曜日まで熊本県運転免許センター

（菊池郡菊陽町大字辛川����番地）

受　付　時　間期　　　　日場　　　　　　　　所

午前�時��分から同�時��分

まで

月曜日、水曜日及び金

曜日

熊本県運転免許センター

（菊池郡菊陽町大字辛川����番地）

受　付　時　間期　　　　日場　　　　　　　　所

午前�時��分から同�時��分

まで

木曜日熊本県運転免許センター

（菊池郡菊陽町大字辛川����番地）

受　付　時　間期　　　　日場　　　　　　　　所

午前�時��分から同�時��分

まで

火曜日熊本県運転免許センター

（菊池郡菊陽町大字辛川����番地）



２　 法第 ���条の �第 �項第 �号に規定する講習を行う場所、期日及び受付時間は、次の
　とおりとする。

22 熊 本 県 公 報 第 1  0  8  3  9号平成 14年 5月 24日　金曜

受　付　時　間期　　　　日場　　　　　　　　所

午前�時��分から同�時��分

まで

水曜日上熊本三陽自動車学校

（熊本市上熊本三丁目��番�号）

午前�時��分から同�時��分

まで

第�及び第�火曜日熊本自動車学園

（熊本市戸島町����番地�）

午前�時��分から同�時��分

まで

土曜日熊本ドライビングスクール

（熊本市楠六丁目�番��号）

午前�時��分から同�時��分

まで

水曜日三陽自動車学校

（熊本市田崎二丁目�番��号）

午前�時��分から同�時��分

まで

水曜日中央自動車学校

（熊本市坪井六丁目��番�号）

午前�時��分から同�時��分

まで

火曜日及び木曜日寺原自動車学校

（熊本市壺川二丁目�番��号）

午前�時��分から同�時��分

まで

水曜日大洋自動車学校

（玉名市向津留���番地）

午前�時��分から同�時��分

まで

第�及び第�月曜日荒尾自動車学校

（荒尾市川登����番地�）

午前�時��分から同�時��分

まで

第�及び第�火曜日荒尾第二自動車学校

（荒尾市万田���番地�）

午前�時��分から同�時��分

まで

水曜日植木自動車学校

（鹿本郡植木町投刀塚���番地�）

午前�時��分から同��時��

分まで

第�及び第�木曜日山鹿自動車教習学校

（山鹿市山鹿���番地）

午前�時��分から同�時��分

まで

火曜日菊池自動車学校

（菊池市大字木柑子����番地）

午前�時��分から同�時��分

まで

水曜日菊陽自動車学校

（菊池郡菊陽町大字原水����番地）

午前�時��分から同�時��分

まで

木曜日城北自動車学校

（菊池郡泗水町大字吉富���番地��）

午前�時��分から同�時��分

まで

第�月曜日阿蘇自動車学校

（阿蘇郡一の宮町宮地����番地�）

午前�時��分から同�時��分

まで

火曜日熊本バス自動車学校

（上益城郡御船町大字木倉���番地）

午前�時��分から同�時��分

まで

木曜日熊本南自動車学校

（宇土市松山町����番地）

午前�時��分から同�時��分

まで

第�水曜日八代自動車学校

（八代市井上町��番地）

午前�時��分から同�時��分

まで

水曜日八代ドライビングスクール

（八代市平山新町����番地）

午前�時��分から同�時��分

まで

水曜日人吉自動車学校

（人吉市鶴田町���番地）

午前�時��分から同�時��分

まで

第�木曜日天草自動車学校

（本渡市亀場町大字亀川��番地�）

午前�時��分から同�時��分

まで

第�及び第�木曜日大矢野自動車学校

（天草郡大矢野町大字中����番地�）

午前�時��分から同��時��

分まで

第�火曜日牛深自動車学校

（牛深市久玉町南神鳴子����番地）


